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第１３０回女川原子力発電所環境保全監視協議会議事録  
 
開催日時：平成２６年８月２９日 午後１時３０分から 
開催場所：パレス宮城野 ２階 はぎの間 
出席委員数：２４人 
会議内容： 
 
１．開会 

司会： ただいまから第１３０回女川原子力発電所環境保全監視協
議会を開催いたします。議事に先立ちまして、本会議には委
員数３５名のところ、２４名のご出席をいただいております
ので、本会は有効に成立しておりますことをご報告いたしま
す。 

                  
２．あいさつ 

司会： それでは開会にあたりまして、若生副知事からご挨拶を申
し上げます。 

 
          （若生副知事あいさつ） 
 
３．新委員の紹介 

司会： ありがとうございました。続きまして、この度、新たに本
協議会の委員に就任された方々をご紹介いたします。 

    石巻市議会議長の安倍太郎委員でございます。 
石巻市議会総合防災対策特別委員会委員長の木村忠良委

員でございます。 
以上でございます。それでは若生会長に議長をお願いし、

議事に入らせていただきます。 
     
４．議事 
  議長： それでは、次第に基づき議事に入らせていただきます。確

認事項のイの平成２６年度第１四半期の女川原子力発電所環
境放射能調査結果についてご説明願います。 

 
（１）確認事項 
  イ 女川原子力発電所環境放射能調査結果（平成２６年度第１四半 

期報告）について 
    （事務局から説明） 

 

議長： ただいまのご説明に対しまして、ご意見あるいはご質問ご

ざいましたらお願いいたします。 

 

木村（公）委員： それではお伺いいたしますが、女川町の木村で

ございます。女川宿舎における降下物の採取状況の中で、７

月１日に職員が降下物を採取しようとしたところ既にバル

ブが開かれており、水盤にはわずかに水が残っているだけで

あったという文言がございますが、果たしてこういうものは

恐らく第三者の操作により失われたと推定されるという文
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言がございます。それだけでこの問題が片付くものなのかど

うかということについてお伺いいたしますが、その際関係機

関、例えば警察に通報するとか、あるいは調査をするとか、

そういうものはなくて、ただ第三者の操作により失われたと

推定されるということについてはいかがなものでございま

しょうか、お伺いいたしたいと思います。 

 

議長： 事務局、お願いいたします。 

 

事務局： 今までこうした測定地点の選定に当たりましては基本的

には公有地の場所を選定させていただきまして、その中で管

理ができる範囲でさせていただいてはおりました。その結

果、今までこのような事態はなかったわけでございますが、

今回のこの地点につきましては、女川にございました原子力

センターが津波で消失したことに伴いまして、仮設として平

成 23 年８月からここの地点で代替地点として測定をしてい

たところでございます。その結果、今までのときにはこのよ

うないたずらは、私どもとしてはいたずらと考えております

が、いたずらはなく、今まで順調に採取できておりましたこ

とから、今回自分たちのいわゆるセキュリティチェックとい

うんでしょうか、人にいたずらされてもその測定結果に影響

はないようにということで、バルブの施錠と、それからその

ホースの先へのキャップということをさせていただくこと

としたものでございます。犯人探しというお話もしくは警察

への通報というお話もございましたが、一応ここのところは

女川町さんの中にも設置させていただいて、しかも今までの

実績からいってもあまり、いたずらということではあるんで

しょうけれども、今後も度々起こるという状況ではないんで

はないかと考えて、現在のところこの状況で改善策とさせて

いただいているようなところでございます。今後もう少し柵

を広目にとって手が中に入れられないようにとか、人がそこ

でいたずらできないような方策につきましては現在検討中

でございます。なお、７月１日の状況がこうでございました

が、７月から８月にかけてとか、それからについては無事と

れたようでございますので、犯人探しという部分につきまし

ては申し訳ございませんが、県としては改善策をもって対応

したということにしたいなというふうに考えております。 

 

議長： よろしいですか。時々見回るとか、あとこの宿舎の方々に

少しお願いをして時々見てもらうようなところ、少し当分の

間注意していたほうがいいかもしれないですね。ほかにご意

見等ございましたら、お願いいたします。 
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〔な し〕 

 

議長： よろしいでしょうか。また質問あれば最後にもう一度お伺

いして、今日の確認事項の最後にご確認をお諮りしますの

で、今ここでご質問思い浮かばなければそのときもう一度お

聞きしますんで、次に移らせていただきます。それでは、次

に、第１四半期の温排水の調査結果について説明願います。 

 

  ロ 女川原子力発電所温排水調査結果（平成２６年度第１四半期報

告）について 

    （事務局から説明） 

 

議長： ただいまの温排水の第１四半期の説明につきまして、ご意

見あるいはご質問ございましたらお願いいたします。特によ

ろしいですか。 

      

〔な し〕 

 

議長： ありがとうございます。それでは、次に環境放射能調査、

昨年度１年間の調査結果の案についてご説明願います。 

 

  ハ 女川原子力発電所環境放射能調査結果（平成２５年度）につい

て 

    （事務局から説明） 

 

議長： それでは、ただいまの説明に対してのご質問あるいはご意

見ございましたらお願いいたします。 

 

長谷川委員： 説明されたところじゃないのですが、１つは、参考

資料の 21 ページから 22 ページにかけてです。蛍光ガラス線

量計（ガラスバッジ）とか熱ルミネッセンス線量率（ TLD）

で測った放射線の線量値が 0.82 ミリシーベルト／年：ｍSv/y

と記されています。一方、内部被曝は 0.023ｍSv/y とありま

す。下のほうに我が国の自然放射線による年間の実効線量は

2.1ｍSv/y は、よく知られているように４つの原因、(i)宇宙

からの放射線、(ii)土壌からの放射線、 (iii)空気中のラド

ン、(iv)食物中の放射能によります。測定した線量とこれら

との関係を少しつけ加えて説明していただければと思いま

す。また 21 ページはミリシーベルトで、22 ページはマイク

ロシーベルトです。単位はできるだけ揃えるようにしていた

だきたいと思います。これらについては、ここで言っていい
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かどうか、分からないのですが、言う場所がないので述べさ

せていただきました。 

新聞などで、昨年 8 月福島県の南相馬あるいは宮城県の丸

森などで、福島第一原発の３号機のがれき処理の粉じんが飛

んできたのではないかという報道がなされております。昨年

のこの四半期ごとの宮城県の報告書を見ますと、従来のモニ

タリングポスト、それは大地からの放射線を遮蔽して弱める

ような工夫のある検出器においては、空間線量率がほんのわ

ずかながら上がっています。この点について、我々が、なぜ

昨年の協議会で検討する時に気づかなかったかといいます

と、その変動はほんのわずかでした。それに近いことは今ま

でもありましたので「まあ、そんなものかな」と思っていた

のです。注意したのは、昨年 8 月の空間線量率上昇と福島原

発から粉じん飛散の可能性ありと疑われたことが、たまたま

かもしれませんが、よく時期的に合うということです。その

ときのガンマ線のエネルギースペクトル、あるいはダストサ

ンプリングの結果に異常はなかったかどうかお聞きしたい

と思います。これが第 2 点です。 

 

事務局： それでは、事務局から。まず、１点目のこの年報案の 21

ページ目の記載について簡単にご説明をさせていただきた

いと思います。こちらのほうはこの協議会の中からご要望が

出まして、確かに女川原子力発電所からの被曝は認められな

かったんだけれども、福島の影響というものは県民にどのぐ

らいあるのと、こういった測定値をもとに計算してみたらど

のぐらいあるんですかと、参考までにこういったことを計算

をして県民に知らしめる努力をしてくださいというご意見

をいただきまして記載させていただいたものと認識してお

ります。こちらにつきましては参考ということでご説明はさ

せていただきませんでしたが、外部被曝による実効線量につ

きましては、そこにＴＬＤという測定装置を置きまして、そ

こでどのぐらい被曝するかというものを測ったものでござ

いますが、これですと女川の周辺地域では 0.82 ミリシーベ

ルトの被曝がありましたという報告をさせていただきます。

この 0.82 ミリシーベルトでございますが、こちらは基本的

には大地や宇宙線、つまりそこにいることによって例えばい

ろいろなところから飛んでくる放射線によって被曝する数

値でございまして、基本的に全国いろいろなところでそうい

う資料が出ておりますが、宮城県の平均値というのはこの福

島の事故に関わらず大体 0.94 ミリシーベルトというのが一

応宮城県全域の平均値でございます。ですから、逆に言えば

女川の地域に限って言えばそれよりも若干低いと。ちなみに
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一番日本で高いのは岐阜県でございまして、岐阜県は 1.19

ミリシーベルトの放射線をそこにいるだけで宇宙ですとか

地面から浴びていると。そして、一番少ないところは神奈川

県でございまして、神奈川県が 0.81 ミリシーベルトとなっ

ております。今、先生からのご指摘はそういったように同じ

レベルで比べられる数字があって、そういったものと比べる

んだったらいいんだけれども、一番最後に大体日本人の平均

というのは生活をしていくと大体１年間に 2.1 ミリシーベル

ト被曝しますよという数字しか書いていないから非常に不

親切じゃないかという意味だというふうにとらせていただ

きました。これにつきましては我々も実は内部で検討してお

りまして、次回から、もしくはもしお認めいただければ今回

のこの改訂版からそこのところを記させていただきたいと

思います。そのほかに私どもの被曝する原因といたしました

呼吸というものがございます。呼吸が大体 1.2 ミリシーベル

トぐらい、要するに空気中にありますラドン、トロンと言わ

れる自然の核種でございます。そういったものを吸い込むこ

とによって被曝するもの。それからあと、食料によって、食

べ物によって例えばカリウム 40 ですとか、そういったもの

の自然界にございます放射性物質によって被曝するものが

残りの分と、大体 0.4 くらいになるんでしょうか。そのぐら

いの被曝をしているということで、それらの合算値が 2.1 ミ

リシーベルトということでございますので、基本的には大体

0.4 ミリシーベルトぐらいのうち今回人工放射性核種、今回

の測定で観測されて付加されるとするものがあるとすれば

0.0023 ミリシーベルトでありますよというようなことだと

いうように一応ご報告をさせていただきたいと思います。こ

こにつきましては非常に私どもも問題意識を持っておりま

す。先生のご指摘ありがとうございました。こちらのほうに

ついてはできるだけ早急にもう少しわかりやすい記載をち

ょっと、事務局一任ということではございますが、させてい

ただければと思います。 

 

長谷川委員： 女川原発が原因じゃないのはわかっているんですが、

やはり県民の皆さんが安心できるように、一体どうなってい

るのかを少し示していただきたいと思います。 

 

事務局： ありがとうございます。それから、昨年の８月期に空間

ガンマ線線量率が若干ベースアップしているじゃないかと、

それについてはどうかというお話でございました。そちらに

つきましては監視機関でございます原子力センターのほう

から少し補足をさせていただきたいと思います。 
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原子力センター所長： 原子力センターの榧野と申します。スライ

ドを使って説明させていただきたいと思います。こちらが去

年７月、８月、９月の季報でお示しした図でございますけれ

ども、真ん中、箱で囲ったところがちょうど８月で、先生が

おっしゃいましたように８月の初め頃から若干ベースが上

昇したような感じになりまして、また下がっているという状

況でございました。これが７月２日と８月 18 日のスペクト

ルでございます。それを重ね合わせたものでございまして、

それぞれの放射性物質の持つエネルギーの計数を左側に、そ

れからエネルギーを下の横軸に示しております、７月のほう

が青色、８月のほうは赤で示しているものでございます。こ

うして見ますと左側のほうに人工核種であるセシウムのピ

ークがそれぞれございますけれども、８月のちょうどベース

が上がっている時期の８月 18 日のこの辺のところのスペク

トルが８月のほうが上がっておりますが、カリウムはそれほ

ど上がっておりません。ビスマス 214 とか、そういった天然

の放射性核種の上昇が見られ、こちらの人工放射性核種のほ

うの上昇は特に見られておりませんでした。ちょうどこの８

月の時期の、下のほうに降水のデータがございますけれど

も、８月前半のほうは雨が少ない状況でございました。これ

が降水のデータと、それから土壌水分を測定している女川局

の状況ですが、土壌水分がこのように下がってきたときに線

量がちょっと上昇している状況があります。これまでもある

程度ご説明はしておりますが、土壌水分が下がると土壌中の

放射線が水分による遮蔽が少なくなり、その分ベースが上昇

していると考えております。８月後半、雨が降ってきて、強

く降ったときなど雨の影響でこういうピークはございます

が、土壌水分は少しずつ上がってきて線量率のベースは下が

ってきた状況が見られます。８月前半はそういった土壌水分

の減少によって全体的なベースが上がってきたと考えてお

ります。 

 

長谷川委員： そうすると、このわずかではありますが、空間線量

率の値が高くなるのは、検出器の下に遮蔽がついていて土壌

からの放射線を減らすような工夫のある測定器だけでそう

いうことが起きるのですね。一方、可搬型の新型のほうでは、

そういう遮蔽がないため、バックグラウンドが高いせいで空

間線量率のわずかな上昇が検出されず隠されてしまい何ら

異常がないのですね。この差異は、バックグラウンドのせい

ですね。バックグラウンドが低いからこういうことがわかっ

たと考えていいということですね。 
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原子力センター所長： 県では仙南の丸森、それから白石、山元町

でも線量率の測定をしてございますが、そちらの同じような

時期の時系列グラフを見ますと、やはり８月のところ、若干

ベースが高くなっている状況は観測されております。そちら

では土壌水分をはかっておりませんがそれも同じような土

壌水分の状況によるものと考えております。 

 

長谷川委員： ガンマ線のエネルギースペクトルで見ると明らかに

そういうものがないのでしょうか。 

 

原子力センター所長： はい。 

 

長谷川委員： ただ、丸森では、東大の先生ですか、検出していま

すよね。それはどう説明できるのでしょうか。それは東大の

先生が行われたことなのでちょっとわからないかもしれま

せんが。 

 

原子力センター所長： あちらは粉じんを５日間集めてその濃度を

測定したところ、ほかの時期に比べると高いという状況でご

ざいました。その時期のその粉じんのデータから実際に空間

放射線量として試算したところ、新聞の報道で粉じんの量は

6.7ｍＢｑ／㎥でしたが、空間ガンマ線の線量率に試算した

ところ 0.0062ｎＳｖ／ｈということで、通常の線量の変動の

幅に含まれてしまう微量な状態でしたので、そこまではなか

なか捉えられないという状況でございました。 

 

事務局： 先生、よろしいでしょうか。すみませんが、事務局から

もう１つだけ、それでは補足でご説明をさせていただきま

す。皆様、今回見ていただいています資料３の 10 ページを

お開きいただければと思うんですが、10 ページの真ん中でも

一番上でも結構なんですが、月間降下物ということで塵の中

にあります放射性物質等、要するに空中を漂って落ちてくる

ような放射性物質についての測定結果を毎回報告をさせて

いただいております。この際に注目していただきたいのは単

位というところで、単位は今回の場合ベクレルでご報告させ

ていただいております。そうしますと，例えばセシウムの 137

でございましたら平成 25 年度の測定値は 1.45 ベクレルから

20.8 ベクレル／㎥という単位になります。それに対しまし

て，今回報道で確かに数字上は丸森では通常の５倍、６倍と

いうような書き方はされておりましたが、絶対値では 6.7 ミ

リベクレルということで単位がこれの 1,000 分の１なんで
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す。ですから、ベクレルに直しますと 0.0067 ベクレルにな

ります。そういった非常に微量な数字でございましたので、

先ほど原子力センターの所長が言いましたように検出器で

測るには非常に誤差範囲の中に隠れてしまって見えない、ま

た、逆にそれぐらいの数字でございましたので、試算をしま

したところ仮にそういった一番高い濃度のものを吸い続け

たとしましても、追加して被曝する部分は 0.0018 ミリシー

ベルト程度ということで、人体には影響のないものと原子力

安全対策課としては判断しておりました。また、この時期に

私どもは皆様方が持ち込まれる食品であるとか、それからあ

といろいろ流通している食品につきましての検査結果等を

取りまとめる立場にございますが、そういった結果を見まし

ても異常な値ですとか、それによって汚染されたと考えられ

るものは全くございませんでしたので、ここで改めてご報告

をさせていただきたいと思います。以上です。 

 

長谷川委員： こういう問題というのは、風評被害にもろに効いて

きます。例え、女川でなくても隣の県からのものでも。やは

り宮城県はしっかり体制を整えてやっているのだというこ

とを皆さんに理解していただけるように広報などに努めて

いただきたいと思います。わざわざ言って歩くのも少し問題

かもしれませんが、いつでも県民の疑問に答えられるように

していただければと思います。 

 

事務局： ありがとうございます。努力いたします。  

 

議長： ありがとうございました。ほかにご質問等ございましたら

お願いします。 

 

木村（稔）委員： 周辺環境の測定を行っておるんですが、その測

定の内容がほとんど福島第一原発によるものと考えられる

という文言が入っていて、ほとんど周辺環境の保全の確認と

いう３の資料の（２）に、福島第一原発の影響によるものと

考えられるとあるんですが、この周辺環境において福島から

女川まで空間ガンマ線量が流れてきて、それが表れて、その

数字に表れるものが福島のものでないかということを示し

ていると思うんですが、これをこう話せばその責任を逃れら

れると思うんですが、原子力問題としては他県の事故によっ

ての影響が宮城県にもあるというようなことを示したらば

うまくないと思うんだが、その辺はどのように考えているの

か。 
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事務局： どのようにお答えしたらいいのかちょっと迷いますけれ

ども、まず福島原子力発電所が３月 11 日以降、東日本大震

災以降、爆発して放射性物質を飛び散らせたというのは事実

でございます。その影響というのは少なくとも宮城県では観

測されてございますし、北関東のほうにまで及んでおること

は事実でございます。現在、その後も出し続けているという

よりは、そのときの影響が残っておりまして、例えば放射性

物質が徐々に物理的にも、それからあと雨等で洗い流されて

若干流れてきている部分はございますけれども、そういった

形で低減しているという状況をきちんと県としては確認を

して皆様にその事実をお知らせしているというふうに理解

しております。ただ、その数字が持つ意味、例えば今、福島

の影響ということで長谷川先生の質問にお答えをさせてい

ただきながら数字等もお示しさせていただきましたが、それ

につきましては、こちらに坂本先生がお医者様としていらっ

しゃいますので、その数字についてのご説明はいろいろ承っ

たりはしておりますが、影響として県民の皆さんが安心して

暮らしていただけるレベルですよということを逆にその数

字を示すことによってお伝えしているという意味合いもあ

ると思っておりまして、それを事実としてきちっと公表させ

ていただいていると思っております。風評被害という部分に

つきましては、それぞれの…。 

 

木村（稔）委員： 風評被害じゃないんです。自然界にある放射性

物質と、それから今説明されましたが地域地域で違うという

ことと、今福島原子力発電所が事故を起こしてから出ている

数字と、きちんとやはり表して県民の皆さんに知らせたほう

が一番確認をとりやすいじゃないですか。 

 

事務局： おっしゃるとおりだと思いますし、一応こちらの測定の

数値の中には私どもとしては福島以降と、それからそれ以前

ということでレベルがこういうような格好で違いますよと

いう形でお示しをさせていただいているというふうに考え

ておりましたが、まだこれでも足りないということであれ

ば、後でもう少しご相談をさせていただければとは思いま

す。 

 

木村（稔）委員： （２）の部分はほとんど福島第一原発の影響に

よるものと考えられますと、こういう文言が全部入るんで

す。それでは責任逃れでうまくないんじゃないか。これを証

明するものをきちんと表してそう言うならばいいけれども、

自然界にもある放射性物質を測っているんだろうから、その
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部分の事故発生日からの影響の部分の数字をどこまで自然

界から、それをきちんとやって示したほうが県民にわかりや

すいんじゃないかというんです。 

 

議長： どこかで表している表がありませんでしたか。  

 

事務局： 今委員がご指摘いただいたのは多分移動観測車による空

間ガンマ線線量率の測定結果というところだと思うんです

けれども、こちらのほう 15 ページになりますが、15 ページ

の右側に、表６も表７もそうでございますが、上段に女川原

子力発電所の運転開始前から事故前の 21 年度まで、そして、

下段のほうには事故後の 22 年度から 24 年度、これの結果の

前年度までの分をまとめさせていただいて、大体この範囲が

そのときの観測値ですよということをお示しさせていただ

いておりますので、その影響というのはこちらのほうで推察

していただけるのかなというふうには考えております。それ

ぞれの測定結果につきましても全て同じように表の場合は

表記をさせていただいていたのかなというふうには思って

おりましたが。それとあと、自然界の放射性物質につきまし

ては有無という今ちょっとお話をいただいたところだった

んでございますが、原子力センターでは自然界の放射性物質

も先ほどスペクトルを見ていただきましたようにきちんと

把握しておりますし、測定はしております。ただ、こちらの

この協議会の趣旨、それから今回の技術会、協議会のほうで

委員の皆様方にご確認いただきますのは女川原子力発電所

の影響ですとか、そういうことで自然界ではなくて人工放射

性核種として原子力発電所がどういった影響を与えたのか

ということを見ていただくために、人工放射性核種に焦点を

当てた形でいろいろ見ていただいてきたというように認識

をしております。そういったことから、今回福島のほうから

も確かにこういった人工放射性核種が降ってきたわけでご

ざいますので、そちらのほうについてもこういうふうに見て

いた結果影響が認められますよというような表記をさせて

いただいたものというふうに思っておりました。 

 

議長： １年間の年報みたいなものなので、例えば福島第一原発に

起因するものという記載はあるんですけれども、そこに参考

の 15 ページの表６の右欄参照とか、そういった形で入れて

いただければ「ああ、女川以外でこれくらいの数値が出てい

るんだな。福島に起因するのはこのくらいなんだな」という

のがわかりやすく皆様も見られると思いますので、四半期ご

とのものは口頭説明でいいと思いますけれども、年報は今木
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村委員おっしゃったような形でわかりやすく、そういったも

のも少し理解を得るような形で記載のほうも少し工夫して

いただければと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

 

事務局： わかりました。その部分が一体どこを指しているのかと

いうことをきちっとわかるようにというようなご指摘とい

うことでよろしいでしょうか。 

 

木村（稔）委員： いや、これ最後に言おうと思っていたんだけれ

ども、今 20 キロ範囲とか 30 キロ範囲と数字を出して原子力

発電所があるところの周辺を示したものが影響ありますよ

ということを原子力規制委員会で定めてあるんだけれども、

これを見るとそれがそれ以上に見えない部分に影響が出て

いるんじゃないかなという感じでいるものだから、今ちょっ

とお聞きしたいなと思って。 

 

事務局： どのようにお答えしたらいいのか迷っておりますけれど

も、今回の事故で 30 キロ、50 キロというものを超えて影響

があるんじゃないかということに対しては、影響はありまし

た。事実、放射性物質が飛んでおります。ただ、その放射性

物質が例えば人体にどれだけの影響を与えるのか、または、

これは要するに心配をしないでも暮らせるのか大丈夫なレ

ベルなのかという部分で防護対策をどこまでとるかという

ので原子力発電所から 30 キロというものを今回新たに線引

きをして、その 30 キロの範囲に防災体制を敷きましょうと

いったお話と、それから、では 30 キロを超えたら全然問題

ないのかということとはまたちょっと別なお話にはなって

しまうのかなというふうには思っております。そして、今回

の福島の事故に関して言えば事実として皆様方にも出荷の

制限やら何やらというものがかかっているように、その 30

キロではくくれない以上の影響が出たというのは事実でご

ざいました。また、それを出ないように新しい基準が今でき

て、その基準に合わせるべく東北電力も努力をしているんだ

と思っておりますし、その基準に照らして今後より安全な発

電所を目指そうということなんだろうというふうには私ど

もとしては思っております。 

 

木村（稔）委員： それはわかるんですが、風の方向によって影響

がまた変わってくる部分があると思うんです。風の影響によ

って。であれば、その部分は今までもほとんど課題にされた

審議はされておりません。そういうものを加えて、風に乗っ

てどの程度の風力であれば、あるいはずっと上って気流に乗
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ればどこまで行くかわからないけれども、風によって 30 キ

ロ以上飛ぶ分野とか、そういうものはまだ研究はされており

ませんか。 

 

事務局： 国のほうの規制委員会のほうで宮城県のほうに示されま

した、仮に女川原子力発電所で福島と同様の事故があったと

きにどのぐらい放射性物質が方位によって飛び散る可能性

があるのかというような資料はございますが、その資料によ

りますとほとんど 20 キロとか、そういった範囲内で被害は

収まるという情報といいますか、資料はいただいておりま

す。我々はそういったことをもとにして、さらに 30 キロは

安全に防護対策を施せる区域として指定をさせていただい

たというところではございました。それから、今委員ご指摘

のように風に乗って放射性物質が非常に飛ぶんじゃないか

というお話については、今現在国のほうでやると言っていて

なかなか行われずに、今後近いうちにそういう検討を始めま

すというような情報はいただいております。それを受けて始

めて県としてそれ以降プラスアルファの防災対策が必要で

あればそういったところをしていきますということで、現在

国の検討を見守っている状況でございます。 

 

木村（稔）委員： うちのほうの大草山というところまで今回福島

の影響があって、山に絶対入らないようにと監視員がついて

コバルトラインを上らせないでいたんだけれども、例えばそ

ういうところで、あるいはその付近でキノコを採ったり山菜

を採ったり、これは地域の人たちがその原子力の影響がある

から食べない、採らないと。そういうこともあるので、風に

よって飛ぶ範囲をきちんとやはり示していただかないと県

民が困ると思うんです。 

 

事務局： まずご要望として承らせていただきますということと、

そちらのほうにつきましては、申しわけございませんが、ち

ょっと本協議会というよりは県の防災計画ですとか女川町

さん、石巻市さん、その周辺の市町の防災計画の中でその辺

のところは検討させていただいて現在に至っているという

状況でございます。必要であれば今後ともそういった検討、

改良を、それから改訂を加えてより住民の方々の安全を守っ

ていきたいと考えております。本協議会につきましては、申

しわけございません、女川原子力発電所の影響の確認をして

いただくという趣旨で設立されたものと認識しております

ので、そこのところを含めて今回はそういう説明にさせてい

ただいたということでございます。 
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木村（稔）委員： 女川であって何で福島の影響がある、福島の影

響があると、測っていったら自然のものであって、女川の原

子力発電所も福島の影響、事故の影響も考えられると、それ

全部測っているんですよ。責任逃れじゃないの。 

 

事務局： ちょっと私からの説明も繰り返しになってしまいますけ

れども、原子力安全対策課長の申し上げているのは福島の第

一原発の環境放射能の影響は、これは福島県内だけではなく

て、それ以外の県にも及んだと。それは事実であるし、実際

に数字としても表れている。まずはその数字というものを正

確に測定し、それを示していきたいと。その結果がこの資料

の核種のところに書いてあるということになります。ただ、

問題になるのは、その影響はあったんですけれども、その影

響の幅、どのくらいの影響幅があるのか、それが一番言えば

人体にどのくらいの影響があるのか、健康にどのくらいの影

響があるのか、そして生活にどのくらいの影響があるのか、

そういうものをしっかりと測定、判定するということになる

んだと思います。そこが本当に人の健康に甚大な影響がある

ということになれば、当然その対策もしていかなければなら

ない。これは女川原発周辺だけの話ではなくて、宮城県とい

うことであれば宮城県内どこの地域でもそういうお話にな

ります。ですので、県としては女川原発周辺だけではなくて

県内の空間放射線量というものを測って、その影響度合いが

どのくらいのものかということを震災後これまで測定して

きたということですので、決して女川原発周辺だけの話では

ございません。それからもう１つ、風向、風の向きの影響、

これは本当に心配なことではあります。今回の福島の原発の

事故でもどちらの方向に流れたか、これはもちろん風向、風

向きの関係で流れていったと。その方向によって放射線量が

高くなったところ、あまり高くならなかったところ、これは

宮城県内でも明確にあったということでございます。例えば

栗駒山の周辺については、これは福島原発からかなり離れて

いても高くなったという、そういう事実はあるということで

す。それを女川原発に今度当てはめてみたらどうなるのかと

いうことについては、これもちょっと原子力安全対策課長か

らご説明申し上げたとおり、これについてはちょっと今後の

国の調査、検討、そういったものも待たなければならない段

階でございますので、確かに心配ではあるし、今後その対策

もとらなければいけないとは思っていますが、今この段階で

すぐにそれを影響がここまででこういう対策をとりますと

いうのは、現段階では申し上げられないという状況です。今
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後は対策をいずれとらなければならないという認識は持っ

ております。 

 

木村（稔）委員： 今言っているのはそういうことじゃないです。

「この福島第一原発事故によるものと考えられます」。ずっ

とこれ最後は「福島原発の影響によって考えられます」と。

これをどう思ってここに文言入れて書いたんですか。 

 

事務局： データとしてはそれが事実だろうということで書いてい 

るということです。 

 

木村（稔）委員： いや、自然界でもあるんでしょう。自然界にも。

そうであればここに指示出して自然界には何ぼ、福島の影響

が何ぼ。女川原発でないと言うんだから。それを出すのがあ

なた方の仕事じゃないのかと言いたいんです。 

 

事務局： それで、その際例えば先ほどの 15 ページの表で福島原発

の事故前の数字と福島原発後の数字、例えば４ページでも同

じように空間ガンマ線の線量率の測定結果ということで、見

ていただければわかりますけれども、21 年度、22 年度の参

考値と、それから 23 年度、24 年度の参考値、そういったも

のを比べて表示していると。端的に言えばその差が福島原発

の影響によるものがほとんどだろうということになります。 

 

木村（稔）委員： 良いです。わかりました。 

 

議長： いろいろご質問ありましたけれども、わかりやすくという

ところで事務局のほうでこれから少しよろしくお願いした

いと思います。そのほかにご質問、どうぞ。 

 

  木村（忠）委員： 先ほどから原子力安全対策課長のほうからいろ

いろなデータ、それに基づいた発表がありました。その結果、

私は何ら問題はないということで監視協議会は方向性とす

れば観測の結果何ら問題はないということだと思うんです。

ただ、ところが、先ほど風評のお話もございましたとおり、

大変私ども石巻市、そしてまた女川町さんも大変この風評に

悩んでおる。確かにそれは福島の原発の影響かと思うわけで

す。しかしながら、やはり女川原発のモニタリング箇所での

調査結果は何ら全体に問題はないと、監視協議会のそういう

結果が出ているわけですから、これをもっと広く世の中にア

ピールをしていただきたい。こういうものは委員とか、それ

に造詣のある方は目にすることがあるかもしれないけれど
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も、一般県民の方々、そして、この物を扱う全国の業者の方

々にはなかなか目に入らないと思うんです。もっとやはり県

として、監視協議会としてそういう情報をもっと前面に出し

ていただきたいと思うんですが、その情報はどのように出す

のか、考えていることがあればお知らせを願いたいと思いま

す。 

 

議長： 事務局、今までも随分努力はしているんですけれども、も

う一度詳細にご説明をお願いいたします。 

 

事務局： この結果につきましては、皆様のお手元にございますけ

れども、「原子力だよりみやぎ」というもので３カ月に１回

こういった冊子にして 30 キロ圏内の各家庭には各戸配付さ

せていただいています。今までもずっと情報のほうは、こち

らのほうを開いていただきますと放射線の測定結果ですと

か温排水の測定結果についてこのようにいろいろご指摘を

いただきながら、皆様方のご指導を得ながらまとめたものを

各戸配付させていただいております。それ以外の地域につき

ましては、町内会単位で回覧できるようにとか、そういった

ような形で県内の全市町村にお配りをしています。それと同

時に、こういった結果、それからリアルタイムで現在測定し

ている状況ですとか、そういったものはインターネットをお

持ちであればインターネットでご報告をさせていただいて

おりますし、あと新聞等にも本日の空間線量の数値とか、そ

ういったような形で載ってございますので、あとはそういっ

た数字をきちんと理解していただけるような講習会といい

ますか、知識の提供というものにつきましてもいろいろな場

面を通じて努力しているところでございます。ただ、今申し

ましたが、県外とか、そういったところにもこういった冊子

等も実はお送りさせてはいただいてはおりますけれども、広

く市民の方々全てに目が届くかといったら必ずしもそうで

はございませんので、もう少しこういったところにこういう

ものがありますよということを含めて検討は今後させてい

ただきたいと思いますし、もしご助言等ありましたらよろし

くお願いしたいと思います。 

 

議長： 今いろいろな水産物あるいは水産加工が特にひどい状況で

ございまして、私ちょっと座長の立場じゃなくて県の立場で

言いますと、いろいろな業者との商談会とかマッチングとい

ろいろなことをやっていまして、これからも水産関連だけで

も３月までに約 80 件ぐらい、今、予定はしています。そう

いったところでいろいろなご説明のときに必ずこれはご説
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明するようにして浸透してもらおうと、あと国外も含めてや

っているんですけれども、やはり繰り返し繰り返しやらない

とこれはなかなか信じてもらえないようなところがありま

すので、粘り強くやらせていただきたいと思っております。

よろしいですか。ほかで何かご質問ありましたら、お願いい

たします。はい。 

 

長谷川委員： お願いなんですが、先ほど線量率がわずかに上がっ

た件は、土壌放射線に対する遮蔽効果が減って地中の水分が

減ったとのことですが、今までにそういう例はなかったかど

うか、後からでもよろしいですから、ちょっとチェックして

お知らせ願えればありがたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

 

議長： ほかにご質問、ご意見ございましたら、お願いいたします。 

  

〔な し〕 

 

議長： よろしければ、今まで今年の第一四半期の環境放射能と温

排水の調査結果、そしてまた、最後に昨年度１年間の環境放

射能調査結果の説明があったわけですけれども、これについ

てこの調査結果をご確認いただいたということでよろしい

でしょうか。 

    

〔は い〕 

 

議長： ありがとうございました。それでは、ご確認をいただいた

ということでさせていただきたいと思います。それでは、次

に報告事項に入らせていただきます。 

 

（２）報告事項 

イ 女川原子力発電所の状況について 

ロ 女川原子力発電所２号機における新規制基準への適合性審査の

状況について 

    （東北電力から説明） 

 

議長： 今までのご説明に関しましてご質問あるいはご意見ありま

したらどうぞお願いいたします。どうぞ。 

 

若林委員： モニタリングステーションの更新についてですが、従

来は新しい計測器とか、そういうものに変えた場合に、従来

の測定値とのずれが出てくるというのがたまたまあったと
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思います。ですから、この新しい測定計に全部交換したとき

にそういうずれがあった場合にその原因についてまた把握

しておいて、前のデータと新しい測定装置によるデータの整

合性とか、そういうものを確認していただければというふう

に思います。 

 

東北電力： 更新する測定器は従来の仕様と同等でございますけれ

ども、これまでも更新の際に測定値に段差ができるというよ

うなことがございましたので、更新前後における測定値につ

いてはしっかりと評価して、またご報告させていただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

 

議長： ほかにございましたらお願いいたします。  

 

長谷川委員： 新規制基準のところで６ページのところやあるいは

その前のページからですが、静的機器の単一故障に係る設計

というところで、それが壊れてもすぐ修理できるかとか何

か、そういうことが書いてありますね。これは規制委員会で

はそういう場合の訓練はどうするかなどちゃんと議論して

いるんでしょうね。 

 

東北電力： 今後そういったところを深く議論されることになりま

すけれども、私どもとしても、例えば作業員の被曝がどのよ

うな状況になるのか、補修しやすいような配管を用意できて

いるのかとか、そういったこともしっかり説明してまいりた

いと思ってございます。 

 

長谷川委員： それとともに多重化とか何かと書いてあるけれども、

本当は深層防護を徹底してやっていただかないといけない

ので、そこらもよろしくお願いしたいと思います。 

 

東北電力： はい、承知しました。ありがとうございます。 

 

議長： ほかにございませんでしょうか。どうぞ、外崎委員。  

 

外崎委員： 基本的なことをまたお伺いするようで恐縮なんですが、

固体廃棄物につきましては８月１日から新しい保管所とい

うんでしょうか、そちらのほうを増設してまた改めて稼働し

始まったということでありますが、先ほどの原子力安全対策

課のほうからの説明にもかぶりますが、年間 3,100 本ドラム

缶相当量ということで、これ年間増えていくという推移の見

通しをもってこのような方策をとったかと思いますが、これ
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に関しましてはやはり先ほどの報告によりますと特には放

射線量ということについては測定をしていない、特にデータ

をいただいてはおらないんですが、どのぐらいの測定値であ

るというふうにお考えになっていらっしゃるか。また、２点

目としましては、この保管期限というものがどのぐらいの見

通しで、永続的にこれを保管していかなければいけないの

か。また、先ほどのご説明によりますと廃棄物の低減対策と

いうことが挙げられておったかと思いますので、その具体的

な低減方策などにつきましても若干お話をお伺いできれば

と思っております。 

 

東北電力： 線量について手元に数値がございませんが、私どもの

女川原子力発電所の敷地境界においてしっかり基準値を守

れるような線量以下に抑えるということにしてございます。

なお、ドラム缶の表面では 0.05 ミリシーベルトということ

でございますけれども、ご心配の向きは一般公衆ということ

でございますので、そちらについては敷地境界付近でしっか

り基準値を守っていくということにしてございます。また、

ドラム缶の発生量も廃棄物の低減対策をいろいろ考えて実

施しておりますので、見積もりよりも極力発生させないよう

に努力してまいりたいと思いますし、可燃のものは焼却炉と

いうものを設けてございますので、それで減容することも考

えてございます。また一方で、低レベルの放射性廃棄物につ

いては搬出することも考えてございますので、そういった対

応をしてまいりたいと思ってございます。 

 

岩崎委員： これまでのお話では事故ができるだけ起こらないよう

にという立場で審査が行われていると思いますが、もし事故

が起こった場合にはどうなるのか、退避に関して審査はどう

なっているのか、お聞きしたいと思います。 

 

東北電力： 事故が起きた場合に防災という面から住民の避難とい

うことでございましょうか。 

 

岩崎委員： 安全に避難できるかどうかについては、今回の審査の

対象にはなっていないのでしょうか。 

 

東北電力： 新規制基準の対応という面では防災までの審査という

ことではございませんので、事故が起こらないようにどうい

った安全対策がなされていくのか、その安全対策がどのよう

に有効に活用されるのかというところまでの審査となって

ございます。 
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岩崎委員： ありがとうございます。では、避難経路の確保等に関

しては将来検討されるということでよろしいですね。 

 

東北電力： 防災という面は、先ほどお話の出ておりました５キロ

周辺の方々は、万が一事故が発生した場合は退避、それ以遠

の方は屋内退避ということを防災計画に盛り込むように原

子力規制委員会のほうから出されているということでござ

います。また、これは事業者の私が言うべきものではないん

ですけれども、この住民避難についてどのような手だてを講

じるかどうかというのは今後の検討だと思ってございます。 

 

事務局： 今、原子力の防災というお話が出ましたので簡単にご説

明をさせていただきます。今回の安全審査につきましては事

故を起こさないための施設ですとか、そういった基準を満た

しているかということで今事業者が受けているところでご

ざいます。県といたしましては、そういった防災対策が施さ

れた原子力発電所にあって万が一事故があった場合住民を

どのように逃がすかとか、それから、当然逃がすにいたしま

しても地域の市町において避難計画を現在、力を合わせてつ

くっているところでございます。当然その避難計画につきま

しても受け入れ先という問題がございますので、現在その受

け入れ先とのマッチングですとか、鋭意それに努めていると

ころでございまして、今年度中に防災計画のうちの避難計画

について作成する所存で、今市町と力を合わせて進めている

ところでございます。以上、報告でございます。 

 

議長： よろしいですか。 

 

岩崎委員： はい。 

 

議長： ほかにございませんでしょうか。 

 

   〔な し〕 

 

議長： それでは、ご意見、ご質問ございませんようでございます

ので、報告事項を終了させていただきます。それでは、次回

の開催日のご連絡について、事務局からお願いします。 

 

事務局： 次回の協議会の開催日を決めさせていただきます。３カ

月後の平成 26 年 11 月 20 日の木曜日、仙台市内での開催を

提案させていただきます。なお、開催日時は時期が近くなり
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ましたら確認のご連絡をさせていただきます。 

 

議長： 次回は１１月２０日木曜日、仙台市内で開催ということで

ございますが、よろしいでしょうか。 

 

〔は い〕 

 

議長： ありがとうございます。それではそのように次回開催をさ

せていただきたいと思います。その他に事務局から何かござ

いませんでしょうか。 

 

５．委員退任の報告 

  事務局： それでは事務局からご報告させていただきたいことが１

件ございます。本日ご出席いただいております新井新一委員

が９月をもってご退任することとなりました。新井委員に

は、学識経験者として、平成１７年より本協議会の委員をお

引き受けいただいており、約９年間、ご指導、ご助言をいた

だきました。新井委員の長年のご尽力に深く感謝を申し上

げ、ご報告とさせていただきます。 

 

議長： ただ今、事務局から報告がありましたが、新井先生には、

９年間という大変長い間本当にお世話になりまして心から

感謝を申し上げるしだいでございます。新井先生、よろしけ

れば一言ご挨拶をお願いしたいと思うんですけれどもよろ

しかったでしょうか。 

 

（新井委員退任あいさつ） 

 

議長： どうもありがとうございました。新井先生には、これから

もいろいろご助言、ご指導をいただきたいと思います。よろ

しくお願い申し上げます。それでは、他になければ、これで、

議長の職を解かせていただきたいと思います。本日はどうも

ありがとうございました。 

 

６．閉会 

司会： ありがとうございました。それでは、以上をもちまして、

第１３０回女川原子力発電所環境保全監視協議会を終了い

たします。本日はありがとうございました。 

 


